
 

令和 2年度 Vol.1２ 

防災対策 情報便
 

１ 新型コロナワクチンの接種について 

 尼崎市では、新型コロナウイルス感染症のワクチンを市民の皆さまに出来るだけ早く接種していただけるよ

う、準備を進めています。 

〇「尼崎市新型コロナワクチン案内センター」について 

 

 

 

 

 

 

 ※現在、集団接種の予約は受け付けておりません。ワクチンが確保でき次第、「尼崎市新型コロナワクチン案

内センター」とWEB上の予約システムで受け付けを開始する予定です。 

 

〇ワクチンの接種費用について 

接種費用は無料で、自己負担はありません。 

〇ワクチン接種は任意です 

新型コロナワクチン接種は、強制されるものではありません。 

治療中の人やアレルギーがある人、体調に不安がある人などはかかりつけ医に相談の上、接種を受けるか決

めてください。 

〇ワクチン接種の場所について 

接種場所は、「個別接種」を実施する医療機関、もしくは、市が実施する「集団接種」の会場からお選びいただ

けます。集団接種の会場については、今後発送する接種クーポン券に同封のお知らせをご確認ください。 

 

〇ワクチン接種のスケジュール（予定） 
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           65歳以上の高齢者の方へ接種クーポン券を発送 4月中旬ごろ 

           一部の高齢者施設入所者及び従事者への接種開始 4月下旬から 

           65歳以上の高齢者の方への集団接種、個別接種の開始 

                 高齢者施設等の従事者（特例）の方への接種開始 

5月から 7月 

           65歳未満の方への接種クーポン券を発送 7月中 

            基礎疾患がある方への接種開始 

                 60歳から 64歳の方への接種開始 

                 高齢者施設等の従事者（特例以外）の方への接種開始 

                 上記以外の方への接種開始 

7月以降 



  

令和 3年 3月 11日で東日本大震災から 10年が経ちました。 

この震災では、特に東北地方を中心として、津波などによる甚大な被害が発生しましたが、尼崎市でも南

海トラフ巨大地震など大きな災害の発生が想定されています。 

この機会に、東日本大震災の被害や教訓を振り返り、あらためて、ハザードマップの確認や非常持ち出し

品の準備など、普段の備えを少しずつ進めていきましょう。 

 

 

 

    尼崎市では、震災当時より、応援職員の派遣などを通じ、様々

な交流を行ってきた宮城県気仙沼市と、「東日本大震災 10年フォ

ーラム」を令和 2年 11月に実施しました。 

フォーラムの内容はYouTube（尼崎市災害対策課チャンネル）

でご覧いただけます。 

下記のページにアクセスいただき、ご覧ください。 

https://www.youtube.com/watch?v=mo8K7TIndIQ 

 

 

また、尼崎市では、東日本大震災における気仙沼市からの教訓を

今後の防災対策等に活かすため、フォーラムから得られた気づき

や学び、今後の取組についてまとめました。 

ホームページで公開していますので、動画と併せてご覧ください。 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/information/1023410.h

tml 

 

 

 

東日本大震災により、多くの路線バスが津波で流出した中、平成 23年 4月に当時の本市交通局が所

有するバス 5 台を気仙沼市へ譲渡いたしました。この度、東日本大震災から 10 年を迎え、あらためて宮

城交通株式会社よりお礼状をいただきました。10 年が経った現在も、譲渡したバス 5 台のうち 2 台が活

躍しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 東日本大震災から 10年を迎えました。  

✿ 宮城交通株式会社より、お礼状をいただきました。 

✿ 東日本大震災 10年フォーラムを YouTubeで公開しています。 

https://www.youtube.com/watch?v=mo8K7TIndIQ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/information/1023410.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/information/1023410.html


 

 

 

 

令和 3年度は、1名の職員を気仙沼市へ派遣します。 

派遣期間･･･令和 3年 4月 1日から１年間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  
 

中央地区では、災害時に地域などで助け合う「共助」の力を発揮するために、中央北生涯学習プラザ

に整備された給水栓等を活用するなど、さまざまな訓練を行いました。 

●日時：3月 18日(木) 午後２時～午後４時頃  ●場所：梅プラザ（中央北生涯学習プラザ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの水道経験を活かして、気仙沼市の復興

事業の早期完了に向けて、少しでも力になれるよ

うに精一杯取り組み、この貴重な経験を今後に活

かしていけるよう頑張りたいと思います。 

✿令和 3年度も気仙沼市へ職員を派遣します。 

を実施しました。

公営企業局 上下水道部 水道建設課 

技師  久木野 奨 

給水体験 給水栓組立訓練 

ハザードマップ活用講座 パーテーション組立訓練 



 

 

４ 岐阜県大垣市と「災害時相互応援に関する協定」を締結しました。 

   岐阜県大垣市とは、尼崎城を築城した戸田氏鉄公が後に大垣藩主となったご縁で、平成 30年に「城を活

用した観光まちづくりに関する包括連携協定（3都市 4城連携協定）を締結し、シンポジウムの開催など文

化・観光分野での取り組みを進めているところです。 

この度、いずれかの市域において災害が発生した場合に、被災自治体に対して、応急対策及び応急復旧に

必要な食料、飲料水、生活必需物資、車両等の提供などの事項について、応援活動を実施することを定めた

相互応援協定を締結することになり、オンラインで締結式を行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

５ 「株式会社ほのぼの」と「福祉避難所設置運営に関する協定」を締結しました。 

尼崎市は令和３年３月２５日に、介護福祉サービスの提供を通じて、地域に根付き、地域と共に誰もが安心

して生活できる地域社会の実現を目指す「株式会社ほのぼの」と「福祉避難所設置運営に関する協定」を締

結しました。 

福祉避難所とは、長期の避難生活による健康被害などで亡くなる災害関

連死を防ぐため、災害時に小学校等の指定避難場所での生活に支障をき

たす恐れのある高齢者、障害者などの特に配慮を必要とする人を受け入れ

る２次的避難所です。 

今回、「株式会社ほのぼの」のご協力により、本市として初めて、株式会社

の２施設を福祉避難所として指定しました。 

 

施設名 所在地 

サービス付き高齢者向け住宅 ほのぼの建家 尼崎市建家町５３番地 

デイサービス ほのぼの建家 尼崎市建家町６８番地 

新型コロナウイルス感染症の新規陽性患者数が、再び増加傾向に転じ

つつあります。いま一度、感染予防の徹底をお願いいたします。 

歓送迎会や、お花見の時期を迎えますが、飲酒を伴う会食は非常に感

染リスクが高くなります。こうした宴会については控えていただくようお

願いするとともに、会食は同居家族以外ではいつも近くにいる4人まで

とし、深酒は控え、会話の際にはマスクを着用するなど、会食に起因す

る感染拡大を起こさないよう、皆さまのご協力をお願いいたします。 

感染“再”拡大に要注意！ 
 


